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新型コロナウイルス対策で立憲民主党へ緊急要請！ 

新型コロナウイルスの拡大を阻止するため、緊急事態宣言が発令され約２か

月が経過した。この間、交通運輸・観光サービス産業は、外出自粛による利用

者の激減により、過去に例を見ない大打撃を受け、事業の継続・存続すら危ぶ

まれる状況に陥っています。 

交運労協は、各県での緊急事態宣言が解除されつつある状況を踏まえ、５月

２５日、立憲民主党に対し今後の対応について緊急要請を行った。 

 

要請には、立憲民主党より、枝野代表・逢坂政務調査会長・政策推進懇談会

の近藤会長・辻元事務局長、交運労協より、住野議長・後藤副議長・高松事務

局長が出席した。冒頭、住野議長より、「政府の緊急事態宣言を受け、我々の

産業は一斉に止まっており、倒産や解雇も増加している。緊急事態が解除され

ても、正常に戻るには時間がかかり、先が見えない状況にあることから、今ま

で以上の支援と解除後の準備などへの協力を願いたい」と要請した。 

これに対し枝野代表より、「正常な状況に戻るには時間のかかる産業もあり、

これからが正念場、メリハリを付けた支援と解除後の対応が可能となるよう準

備を進めることも重要」。また、逢坂政務調査会長より、「必要な対策を時間を

かけずに実施するよう、政府に求めていきたい」との考え方が示された。 

なお、要請内容は別紙のとおりである。 
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